


 
 

 
 

 
 

 

 
 

 



  
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

  



 
 

 
 

  

 
 



 











1

函館市教育委員会

1

令和元年９月10日（火）
会場：南茅部総合センター

（世界遺産登録推進室）

世界遺産登録に伴う保存と活用について

2

7月30日 世界文化遺産国内推薦候補選定!!

7月31日付北海道新聞1面

資料３
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◎1972年にユネスコ（国連教育科学文化機関）

により採択された「世界遺産条約」に基づき

登録された物件※（発効は1975年，締約国は193カ国）

◎遺跡，景観，自然など，人類が共有すべき

「顕著な普遍的価値（Outstanding Universal Value ）」

をもつもの

◎文化遺産，自然遺産，複合遺産に区分

（非公式に産業遺産，負の遺産，文化的景観など）

3

参考（ユネスコによる類似の遺産）

○無形文化遺産，世界記憶遺産，水中文化遺産

◎ 登録数

○文化遺産 869件（2019年24件追加）

○自然遺産 213件（ 同 4件追加）

○複合遺産 39件（ 同 1件追加）

合 計 1,121件（2019年7月現在）

4
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◎現在の登録遺産
（2019年7月現在）

・文化遺産 19件

※姫路城，法隆寺，原爆
ドーム，富士山など

・自然遺産 4件

※屋久島，知床，白神山地，
小笠原

5nippon.comより

6

構成資産市町 遺跡名

函館市 垣ノ島遺跡・大船遺跡

千歳市 キウス周堤墓群

伊達市 北黄金貝塚

洞爺湖町 入江貝塚・高砂貝塚

青森県 三内丸山遺跡

青森県青森市 小牧野遺跡

青森県弘前市 大森勝山遺跡

青森県八戸市 是川石器時代遺跡

青森県つがる市 田小屋野貝塚・亀ヶ岡石器時代遺跡

青森県外ヶ浜町 大平山元遺跡

青森県七戸町 二ツ森貝塚

岩手県一戸町 御所野遺跡

秋田県北秋田市 伊勢堂岱遺跡

秋田県鹿角市 大湯環状列石

道・県 遺跡数

北海道 ４市町６箇所

青森県 ６市町８箇所

秋田県 ２市 ２箇所

岩手県 １町 １箇所
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7

キウス周堤墓群（千歳市） 北黄金貝塚（伊達市）

入江・高砂貝塚（洞爺湖町） 垣ノ島遺跡（函館市）

大船遺跡（函館市）

8

— 縄文遺跡群世界遺産登録推進本部 —

本部長 青森県知事

副本部長 北海道，岩手県，秋田県知事，４道県教育長

委員

１４市町長，１４市町教育長

千歳市，伊達市，函館市，洞爺湖町，森町

青森市，弘前市，八戸市，つがる市，外ヶ浜町

七戸町，一戸町，鹿角市，北秋田市

事務局 青森県企画政策部世界文化遺産登録推進室内
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◎列島の中で先駆けて定住化が促進するとともに、

円筒土器文化や亀ヶ岡文化など、他地域へも大きな影響を

与えた、縄文文化を代表する文化の中心地域。

◎縄文時代を彷彿とさせる植生や地形など景観が良好に保全

されている。

◎草創期から晩期まで縄文文化の変遷を物語る重要な遺跡が

所在する。

◎１７資産（遺跡）は、集落跡、貝塚、環状列石など縄文文化

を代表する多彩な遺跡で構成する。

◎遺跡の保全状態，整備・活用が進んでいる。

9

なぜ「北海道・北東北」なのか？

10
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・所 在 地：北海道函館市臼尻町

・遺跡面積： ９２，７４９㎡

（調査面積： 延べ約１０，０００㎡）

・立 地：垣ノ島川左岸の海岸段丘上

・種 類：集落跡

・縄文時代早期前葉～後期末葉

（約9千～3千2百年前）

11

【これまでの経緯】
・平成12～15年 バイパス建設に伴う発掘調査
・平成15～21年度 範囲確認・詳細分布調査
・平成23年2月7日 国の史跡に指定
・平成23年10月1日 隣接地に縄文文化交流センター開館
・平成24年 「北海道・北東北の縄文遺跡群」の構成資産に追加
・平成29年～ 史跡整備事業

・出土遺物総数 226,000点以上（うち史跡内約134,000点）

【遺跡の特徴】
・一時期をのぞき，早期から後期まで約６千年間に

わたる拠点集落
・大規模な「コ」の字形の盛り土遺構
・早期の墓域から足形付き土版
・後期の住居からは廃棄儀礼に伴う土器
・中・後期には大型住居が多い

12

足形付土版

中期の住居
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・所 在 地：北海道函館市大船町

・遺跡面積： ７１，８３２．０３㎡

（調査面積： 延べ６，２３０㎡）

・立 地：大舟川左岸の海岸段丘上

・種 類：集落跡

・縄文時代前期末葉～中期末葉

（約５千～４千年前）

15

【これまでの経緯】
・平成 8年 墓地造成のための発掘調査
・平成 9～13年度 範囲確認・詳細分布調査
・平成13年8月13日 国の史跡に指定
・平成19～21年度 史跡整備事業
・平成20年12月 世界遺産暫定リストに登載

・出土遺物総数 約27万点，約2,000箱分

【遺物の特徴】

・前期末葉から中期末葉まで連続性が辿れる土器

・擦石・石皿など多量の礫石器

・青竜刀形石器・骨刀・石棒など儀礼用の道具

・少量ながら動植物遺存体（クジラ，オットセイ，マグロ，ウニ，

クリ，クルミなど）

16
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18

時 期 内 容

平成19年(2007) 8 月 北海道・北東北知事サミット（共同提案への合意）

平成19年(2007) 12月 提案書を国へ提出

平成21年(2009) 1 月 ユネスコ世界遺産センターの暫定一覧表への記載

平成21年(2009) 6 月 縄文遺跡群世界遺産登録推進本部の設置

平成24年(2012) 12月 構成資産を追加

平成25年(2013) 7 月 世界遺産登録推薦書原案の文化庁への提出

平成30年(2018) 7 月 文化審議会において，平成30年度推薦候補に選定

平成30年(2018) 11月 平成30年度の推薦に「奄美大島，徳之島，沖縄島北部及
び西表島」を選定

令和元年(2019) 7 月 文化審議会において，令和元年度推薦候補に選定
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19

・2009年1月5日

・2009年6月～2019年3月(予定)
登録推進本部等設置。推薦書
協議案，推薦書原案，推薦書
素案を文化庁へ提出

・2019年7月

国内推薦選定 ・2020年1月頃

・2020年1月末

・2020年夏～秋頃

・2021年夏頃

世界遺産暫定一覧表に記載

ユネスコ世界遺産委員会で審議・登録決定

イコモスの審査・現地調査

国からユネスコへ推薦書提出

国内推薦候補選定

推薦準備作業

20

メリット

◎世界遺産に登録されるという誇りが生まれる。

◎保護，保存，継承させていくための動機付けとなる。

◎保有国と国際社会にはその世界遺産を保護する義務と責任が生じ

るため，国や世界からの支援が得られる。

デメリット

◎観光客等来訪者の増加によって資産の環境破壊が進む

恐れがある。

◎函館市以外の業者が入ってくることが考えられる。

観光客の増加 経済波及効果 地域の活性化
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21

顕著な普遍的価値（Outstanding Universal Value）の証明

◎作業指針に示されている登録基準への適合

◎資産の真実性、完全性の証明

・真実性－資産が本物であること

・完全性－資産がＯＵＶを充たしていること

国内における万全の保護措置

◎緩衝地帯（バッファゾーン）の設定

◎法律，条例，規則による保全

◎保存管理体制の確立と実効性

22

遺 産 区 域 と 一 体 的 な 景 観 に 影 響 を 及 ぼ す と

予 想 さ れ る 行 為 が 発 生 す る 区 域

遺 産 区 域 と 一 体 的 な 景 観 が 展 開 す る 範 囲

＝ き め 細 か く 景 観 形 成 を 図 る 区 域

遺 産 区 域

緩衝地帯
（バッファゾーン）

世界遺産を保護す
るための周辺区域



12

緩衝地帯
（バッファゾーン）

遺 産 区 域 と 一 体 的 な 景 観 に 影

響 を 及 ぼ す と 予 想 さ れ る 行 為

が 発 生 す る 区 域

23

24
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史跡垣ノ島遺跡 史跡大船遺跡

26
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27

28

史跡⼤船遺跡 史跡垣ノ島遺跡

（縄文交流センター）

自然観察・植樹

エコ・キャンプ

ネイチャーゲーム

特別・企画展示

大型のイベント

調査研究・情報発信

地域住民

視察・研修

団体観光

バイパス

恵まれた自然環境の中で時空を

超えた癒しが満喫できる空間

縄文文化交流の拠点として新たな

発見と知的好奇心を満足させる空間

縄文遺跡群

行政・地域住民・縄文関連団体・産業界・研究機関

函館市の例

函館市縄文遺跡群保存活用協議会

（情報共有、問題等協議）

協働による保存・活用への取り組み
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29三内丸山，カリンバの仲間と交流

縄文土器づくり大会

縄文土器の野焼き

鹿角の針で釣り縄文体験学習

30

史跡内における在来樹種の植樹

史跡内の草刈り
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31

史跡内のごみ拾い

史跡整備支援
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